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交
通
違
反
車
両
の
追
尾
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書

連
日
、
交
通
違
反
車
両
に
対
す
る
追
尾
式
取
締
り
に
よ
る
、
被
疑
者
車
両
の
事
故
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
今
年
八
月
の
末
に

は
、
地
元
、
名
古
屋
市
東
区
で
、
十
六
歳
の
少
年
が
パ
ト
カ
ー
の
追
跡
を
受
け
て
乗
用
車
に
衝
突
し
重
体
と
な
る
事
故
が
起

こ
っ
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
、
交
通
取
締
り
は
交
通
事
故
の
未
然
防
止
を
目
的
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
れ
が
、
事
故

発
生
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
来
の
目
的
を
逸
脱
す
る
行
為
で
あ
り
、
す
み
や
か
に
改
善
す
べ
き
と
の
観
点
か

ら
、
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

交
通
取
締
り
に
か
か
る
被
追
尾
被
疑
者
車
両
の
交
通
事
故
件
数
及
び
致
死
件
数
は
何
件
か
。
都
道
府
県
別
に
過
去
十
年
分

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

上
記
の
う
ち
、
当
該
追
尾
警
察
官
が
処
分
を
受
け
た
も
の
は
何
件
あ
る
か
。
処
分
内
容
を
都
道
府
県
別
に
過
去
十
年
分
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

追
尾
に
か
か
る
事
故
に
よ
る
、
警
察
官
の
刑
事
処
分
の
件
数
は
何
件
か
。
都
道
府
県
別
に
過
去
十
年
分
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

一



同
様
に
民
事
訴
訟
（
被
疑
者
車
両
関
係
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
）
に
お
け
る
、
自
治
体
（
警
察
）
の
敗
訴
件
数
は
何
件

か
。
都
道
府
県
別
に
過
去
十
年
分
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

追
尾
対
象
車
両
の
運
転
技
量
が
後
方
か
ら
見
て
、
「
危
な
っ
か
し
い
」
「
被
追
尾
車
両
の
運
転
に
余
裕
が
な
く
、
事
故
を

起
こ
し
そ
う
な
」
場
合
、
事
故
の
未
然
防
止
の
観
点
か
ら
、
追
尾
を
中
断
す
べ
き
だ
と
考
え
る
（
仮
に
追
尾
を
中
断
し
た
と

し
て
も
、
車
両
ナ
ン
バ
ー
等
か
ら
被
疑
者
を
割
り
出
し
、
後
日
、
検
挙
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
）
。
現
場
の
警
察
官
に
対

し
て
、
適
正
な
教
養
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

�

前
項
に
関
連
し
、
交
通
違
反
の
被
疑
者
車
両
に
対
す
る
、
追
尾
の
方
法
に
か
か
る
教
養
文
書
・
内
部
規
定
・
通
達
等
の
内

容
を
示
さ
れ
た
い
。

仮
に
教
養
文
書
・
内
部
規
定
・
通
達
等
が
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
理
由
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

報
道
等
を
み
る
と
、
事
故
に
対
し
て
警
察
当
局
は
「
追
跡
は
適
正
な
職
務
行
為
だ
っ
た
」
と
広
報
す
る
場
合
が
多
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
追
尾
・
追
跡
に
よ
る
事
故
発
生
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

既
発
の
追
尾
事
故
に
関
す
る
分
析
や
、
将
来
の
事
故
未
然
予
防
の
た
め
に
い
か
な
る
対
策
を
す
べ
き
か
、
警
察
内
部
で
研

究
は
な
さ
れ
て
い
る
か
。
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
研
究
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



な
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
、
い
か
な
る
理
由
か
、
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

�

諸
外
国
（
米
、
英
、
独
、
仏
、
韓
）
に
お
い
て
は
、
追
尾
取
締
り
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ご
回
答
い
た
だ
き

た
い
。
ま
た
、
追
尾
に
よ
る
事
故
数
は
い
か
ほ
ど
か
、
各
国
ご
と
に
ご
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


